
ごみの情報誌 №7５（令和６年５月1日号）

つくば市生活環境部環境衛生課 ０２９－８８３－１１１１（代表）

ごみを出すときのお願い

注意！ まちがったごみ出しをしていませんか？重大な事故が発生しています！

中身が残ったライターやガスボンベなどが原因と思われる、ごみ収集車の火災が発生しています。

収集作業に遅れが生じたり、車両が使えなくなったりするだけでなく、収集作業員の人命にかかわ

るため、必ず分別ルールを守ってください。ご協力お願いします。

●使い捨てライターはガスを完全に抜いてから

「燃やせないごみ」に出してください。

●スプレー缶は完全に使いきって穴をあけてから

「スプレー容器の日」に出してください。

● 「燃やせないごみ」は中身の見える透明または

半透明の袋で出してください。
令和６年３月１４日 ごみ収集車火災事故の様子

つくば市では、リサイクルでごみを減量するために資源物を自主的に集団回収

している子供会や自治会などの団体へ、回収量に応じた奨励金を交付してい

ます。奨励金の交付を受けたい団体は、団体登録申請をお願いします。

対象の資源物 ▶ かん・びん・新聞紙・段ボール・雑誌・古布など

奨励金の交付額 ▶ 資源物の回収量に対して１kg当たり５円

※１団体につき４０,０００円/年を限度とします。

登録可能な団体 ▶ つくば市民で構成される自治会、子供会、PTAなどの団体

※集団回収は、団体独自に回収の日時・場所・品目・回収業者を決めて実施す

る自主的なリサイクル活動です。

登録申請期間 令和６年５月３１日まで

詳しくはこちら▼

提出書類（市ホームページに用意）を記入・出力し、環境衛生課までお持ちください。

※令和５年度に実施していただいた団体には、令和６年度の申請書類を送付します。

資源物集団回収団体の登録募集中



つくば市では、生ごみの自家処理を促進するため、家庭用の生ごみ処理容器等の購入に
対して補助金を交付しています。

ご好評につき
６月８日(土)段ボールコンポストを無料配布します

令和６年度生ごみ処理容器補助金受付中

【補助金交付の対象者】

市内在住で家庭で生ごみの減量化に取り組むことができ、過去５年以内に同一世帯内で

補助金の交付を受けていない方

【補助金の対象となる生ごみ処理容器】

● 生ごみ処理容器

天然発酵分解生ごみ処理容器（バケツ

型のコンポスト容器やEMぼかし用蛇

口のついたポリ容器、ダンボールコン

ポスト等）は購入費の２分の１の補助で、

１世帯２基まで、限度額が２０，０００円

です。

● 電気式生ごみ処理機

電気を利用して生ごみを発酵分解、

または乾燥して容積を減少させた

り、たい肥化するもので購入費の２

分の１を補助し、１世帯につき１基ま

で、限度額が２０，０００円です。

※ 購入店や機種の指定はありません。別売りのチップ材や促進剤等は補助の対象にはなりません。
補助額に１００円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
生ごみ処理容器と電気式生ごみ処理機の同時申請はできません。

提出書類（市ホームページ、環境衛生課、各窓口センターに用意）を環境衛生課

または各窓口センターに直接お持ちいただくか、郵送でお申し込みください。

※ 補助金の申請は、購入した同一年度内に限ります。予算が無くなり次第終了となりますので、
まずは環境衛生課までお問い合わせください。

ごみ減量に効果的な生ごみの自家処理を促進するため、段ボールコンポストでたい肥作り

に取り組んでいただける方へ段ボールコンポストを無料配布します（要申込）。

家庭で取り組める生ごみ減量にチャレンジしてみませんか。

配布内容

段ボールコンポストセット（段ボール1個、基材）
※先着２５０名（１世帯１個まで、市内在住の方対象）

配布日時・場所

日時 ６月８日（土）１３：３０～１６：３０

場所 管路輸送施設シャッター倉庫前（吾妻1丁目２ー１）

申込方法

インターネットまたは電話でお申し込み下さい。

申込期間

令和６年５月８日（水）９：００～５月２９日（水）１６：００
※電話で申込する際は、開庁時間内（８：４５～１６：３０）にお願いします。

詳細・申込は

こちらから⇒

詳しくはこちら▼

段ボールを利用した
生ごみ処理容器


